
認定総則 

 平 成 1 3 年 1 2 月 7 日 制 定 

平 成 1 6 年 9 月 1 7 日 改 訂 

                         社団法人 日本消防放水器具工業会 

 

（目  的） 

第１条 この総則は、社団法人日本消防放水器具工業会（以下「工業会」という）が取り

扱う消防用器具の品質の向上と規格の統一を図るため、その認定に必要な事項を

規程する事を目的とする。 

  

（認定の対象） 

第２条 認定の対象品目は、以下の通り区分する。 

１．消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第三十一条の五第二項並び  

に同条第三項において準用する消防法施行規則第四条の六第二項及び第五項

の規定に基づき、登録認定機関として認定業務を行う品目（以下「登録認

定」という） 

（１） 消防庁告示第三十七号により基準の定められた、スプリンクラー設備

等の送水口 

２．工業会が、自主基準により、品質の向上と規格の統一の為に、自主認定を行 

  う品目（以下「自主認定」という） 

（１） 消防法第二十一条に定める消防水利、消防法施行令第二十七条に定め

る消防用水に使用される採水口 

 

（認定の方法） 

第３条 認定を公平に行うために、工業会は以下の組織を置くものとする。 

１．認定の審査に関する決定権者として、理事会は認定対象品目の利害に関係し 

  ない専任の理事を選出する。 

２．専任の理事は、認定対象品目のそれぞれの技術基準への適合性を審査する 

  機関として、認定委員会を組織する。 

３．認定委員会は、学識経験者を委員長とするほか、副委員長、委員若干名、特 

  別委員２名以上により構成する。 

４．認定委員会構成員は、専任の理事が、認定対象品目の利害に関係しないも 

  のから選出し工業会会長が委嘱する。 

５．認定に関する検査は、認定委員会委員のうち指定の講習会を終了し、検査員

の資格をもつものが、業務にあたる。 

    ６．認定の業務に関し、工業会は監査員２名を定め年３回以上監査を行う。 

    ７．認定事務処理の実務は、専任の理事の指示のもとに、工業会事務局が行う。 

    ８．その他の認定に関する業務は、認定規程に詳細を別途定める。 

 

 



（責任と権限） 

第４条 認定に関する責任と権限は以下に定める。 

    １．工業会理事会は、認定に関する専任の理事を選出する責任と権限を有する。 

２．専任の理事は、認定委員会の審査結果をもとづき、製品の認定に関する決定 

  を行う責任と権限を有する。 

３．認定委員会は申請された製品の技術基準への適合性を審査し、専任の理事 

  に、審査結果を報告する責任と権限を有する。 

４．検査員は、認定専任理事の指示のもとに、型式試験・個別試験の検査業務を 

行い、認定委員会に検査結果を報告する責任と権限を有する。 

 

（秘密の保持） 

第５条 前第４条に記載される、認定に関する構成員及び組織は、認定の業務に関して 

    知り得た秘密を漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。 

    秘密保持の証として、工業会会長に対し各構成員は、委嘱受諾証に秘密保持の誓 

    約を行うものとする。 

 

（認定の業務の実施方法） 

第６条 認定の業務の実施方法については、認定規程に別途定める。 

 

（認定の表示） 

第７条 登録認定及び自主認定の区分に従い、型式承認にもとづく個別認定に合格した 

    製品には、それぞれ適合している旨の表示として、下記の表示を行う。 

    １．登録認定合格品 

 

 

 

 

 

                      認定証票       

    ２．自主認定合格品 

 

 

 

 

 

                     自主認定証票       

（認定の取消等） 

第８条 型式認定後、認定規程に定める型式取消または是正勧告に該当すると認定委員 

    会が認めた場合は、認定専任理事は、型式を取消または是正勧告を行うことが 

できる。 

 



（苦情処理） 

第９条 認定の結果及び認定の業務にかかる苦情があった場合は、専任の理事は直ちに、

工業会会長に苦情内容を報告するとともに、苦情内容の重要性・緊急性に応 

    じた処置を決定し実施するものとする。 

    苦情処理に関する処理の実施手順は、別途苦情処理マニュアルに定める。 

 

（帳簿の保存等） 

第 10条 型式認定関連書類は、当該型式が廃止されてから５年間以上、個別認定関連書 

    類は、当該個別認定実施日から５年間以上、工業会事務局が保存する。 

 

（書類及び帳簿の閲覧等） 

第 11条 工業会事務局には、型式認定の状況・個別認定の状況（認定表示の交付状況） 

    及び不服・苦情に関する内容及び処置について、閲覧可能な状態で書類を備え 

    必要な内容については、公式ホームページ等でも閲覧できるようにする。 

 

（認定の公平性） 

第 12条 工業会で実施する、登録認定及び自主認定は工業会の会員に限らず、申請され  

た製品についての技術基準への適合と品質管理状況について、公平に審査される 
    ものとする。 
 

 
附 則 
この総則は、平成 14年 4月１日より実施する。 
平成１６年９月１７日指定認定を登録認定に改める。 


